
厚生労働省

滋 賀 労 働 局
働きやすい滋賀をめざして

令和４年３月７日
３月９日

大津労働基準監督署

外国人労働者の労務管理について
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（１）滋賀労働局管内の労働基準監督署は実習実施者に対する監督指導を133件実施し、その
77.4％に当たる103件で労働基準関係法令違反が認められた（令和２年）。

※ 違反は実習実施者に認められたものであり、日本人労働者に関する違反も含まれる。

１ 監督指導状況
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（２）主な違反事項は、①健康診断の結果についての医師等からの意見聴取（26.3％）、②使用
する機械に対して講ずべき措置などの安全基準（24.8％）、③労働時間（23.3％）の順に多
かった。

健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
（ 労 働 安 全 衛 生 法 第 6 6 条 の 4 ）

安 全 基 準
（ 労 働 安 全 衛 生 法 第 2 0 ～ 2 5 条 ）

労 働 時 間
（ 労 働 基 準 法 第 3 2 ‣ 4 0 条 ）

割 増 賃 金
（ 労 働 基 準 法 第 3 7 条 ）

就 業 規 則
（ 労 働 基 準 法 第 8 9 条 ）

賃 金 の 支 払
（ 労 働 基 準 法 第 2 4 条 ）

健 康 診 断
（ 労 働 安 全 衛 生 法 第 6 6 条 ）

衛 生 基 準
（ 労 働 安 全 衛 生 法 第 2 0 ～ 2 5 条 ）

労 働 条 件 の 明 示
（ 労 働 基 準 法 第 1 5 条 ）

法 令 等 の 周 知
（ 労 働 基 準 法 第 1 0 6 条 ）

年 次 有 給 休 暇 の
時 季 指 定
（ 労 働 基 準 法 施 行 規 則 第 2 4 条 の 7 ）
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１ 監督指導状況
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（１）健康診断の結果についての医師等からの意見聴取（労働安全衛生法第66条の4）

２ 法違反の内容

第66条の４ 事業者は、第66条第１項から第４項まで若しくは第５項ただし書又は第66条の２の規定による健康

診断の結果（当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。）に基づき、当該
労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師
の意見を聴かなければならない。

有所見者について、医師に意
見を聴取し、この部分を記載し
てもらう必要がある。
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（１）健康診断の結果についての医師等からの意見聴取（労働安全衛生法第66条の4）

２ 法違反の内容

各地域産業保健センターの担当地域と連絡先

• 大津地域産業保健センター
（担当地域：大津市・高島市・草津市・栗東市・守山市・野洲市）

電話 ０７７－５１０－０６１５
ＦＡＸ ０７７－５１０－０６１６

• 彦根地域産業保健センター
（担当地域：彦根市・愛知郡・犬上郡）

電話 ０７４９－２７－０１３３
ＦＡＸ ０７４９－２６－９７９７

• 湖北地域産業保健センター
（担当地域：長浜市・米原市）

電話 ０７４９－６５－７８６６
ＦＡＸ ０７４９－６５－２７５８

• 近江八幡地域産業保健センター
（担当地域：近江八幡市・東近江市・甲賀市・湖南市・蒲生郡）

電話・ＦＡＸ ０７４８－３１－３５４４
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（２）労働時間（労働基準法第32条・第40条）

２ 法違反の内容

（ア）原則（労基法32条・第40条）

• １日８時間以内 週４０時間以内
• 特例対象事業場は、１日８時間以内 週４４時間以内

残業はあくまで例外

（イ）残業や休日労働をするときは・・・（労基法36条）

• 時間外・休日労働に関する協定（３６協定）の締結と所轄監督署長への届出が必要
• 協定には、残業の上限（日、月、年で最大で何時間残業をするか）等を定める

協定で定めた範囲内で、残業や休日労働ができる。

（ウ）協定で定められる残業の上限は？

• 原則 月４５時間 年３６０時間
• ただし、この時間を超えて労働させる特別な事情（臨時的なものに限る。年6回まで）がある
場合は、さらに延長することができる。（特別条項）
→特別条項の延長時間の上限は、

休日労働も含めて、１か月１００H未満
２～６か月を平均して８０H以下

時間外労働のみで年720H以下

※特例対象事業場…労働者が10名未満の商業、映画演劇、接客娯楽業、保健衛生業
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３６協定届の記載例（特別条項）
（様式第９号の２（第16条第１項関係））

臨時的に限度時間を超えて労働させる場合には様式第９号の２の協
定届の届出が必要です。

様式第９号の２は、
・限度時間内の時間外労働についての届出書（１枚目）と、
・限度時間を超える時間外労働についての届出書（２枚目）
の２枚の記載が必要です。

３６協定で締結した内容を協定届（本様式）に転記して届け出てく
ださい。
– ３６協定届（本様式）を用いて３６協定を締結することもできます。
その場合には、労働者代表の署名又は記名・押印が必要です。

– 必要事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。

３６協定の届出は電子申請でも行うことができます。
（任意）の欄は、記載しなくても構いません。

事業場（工場、支店、営業
所等）ごとに協定してくだ
さい。

労働保険番号・法
人番号を記載して
ください。

この協定が有効と
なる期間を定めて
ください。１年間
とすることが望ま
しいです。

業務の範囲を細分化し、
明確に定めてください。

事由は具体的に定
めてください。

対象期間が３か
月を超える１年
単位の変形労働
時間制が適用さ
れる労働者につ
いては、②の欄
に記載してくだ
さい。

１年間の上限時間
を計算する際の起
算日を記載してく
ださい。その１年
間においては協定
の有効期間にかか
わらず、起算日は
同一の日である必
要があります。

１日の法定労働時間を
超える時間数を定めて
ください。

１か月の法定労働時間を超える時間
数を定めてください。①は45時間
以内、②は42時間以内です。

１年の法定労働時間を超える時間数
を定めてください。①は360時間以
内、②は320時間以内です。

金属製品製造業 ○○金属工業株式会社 ○○工場
○○○ ○○○○

○○市○○町１－２－３
○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○年４月１日から１年間

○○○○年４月１日

受注の集中

月末の決算事務

設計

製品不具合への対応

機械組立

経理

臨時の受注、納期変更

検査

棚卸 購買

１０人

１０人

２０人

５人

５人

３時間

２時間

２時間

３時間

３時間

３０時間

１５時間

１５時間

２０時間

２０時間

２５０時間

１５０時間

１５０時間

２００時間

２００時間

受注の集中 設計

臨時の受注、納期変更 機械組立

１０人

２０人

１か月に１日

１か月に１日

８：３０～１７：３０

８：３０～１７：３０

土日祝日

土日祝日

１枚目
（表面）

労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、
労使当事者はこのことに十分留意した上で協定するようにしてください。

なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労働させた場合であっても、労
働契約法第５条に基づく安全配慮義務を負います。

１枚目
（表面）
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業務の範囲を細
分化し、明確に
定めてくださ
い。

事由は一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要
のあるものに限り、できる限り具体的に定めなければ
なりません。

１年間の上限
時間を計算す
る際の起算日
を記載してく
ださい。その
１年間におい
ては協定の有
効期間にかか
わらず、起算
日は同一の日
である必要が
あります。

月の時間外労働の限度時間（月45時間又は42
時間）を超えて労働させる回数を定めてくだ
さい。年６回以内に限ります。

限度時間（月45時間又は42時
間）を超えて労働させる場合
の、１か月の時間外労働と休日
労働の合計の時間数を定めてく
ださい。月100時間未満に限り
ます。
なお、この時間数を満たしてい
ても、２～６か月平均で月80
時間を超えてはいけません。

限度時間（年360時間
又は320時間）を超え
て労働させる１年の時
間外労働（休日労働は
含みません）の時間数
を定めてください。年
720時間以内に限りま
す。

時間外労働と
法定休日労働
を合計した時
間数は、月
100時間未
満、２～６か
月平均80時
間以内でなけ
ればいけませ
ん。これを労
使で確認の
上、必ず
チェックを入
れてくださ
い。チェック
ボックスに
チェックがな
い場合には、
有効な協定届
とはなりませ
ん。

○○○○年４月１日

突発的な仕様変更、新システムの導入 設計

検査

機械組立

１０人

２０人

１０人

６０時間

６０時間

５５時間

５５０時間

５００時間

４５０時間

○○○○ ３ １２

○○○○ ３ １５

投票による選挙

検査課主任

山田花子

工場長

田中太郎

機械トラブルへの対応

製品トラブル・大規模なクレームへの対応

４回

３回

３回

３５％

３５％

３５％

限度時間を超
えて時間外労
働をさせる場
合の割増賃金
率を定めてく
ださい。
この場合、法
定の割増率
（25%）を超
える割増率と
なるよう努め
てください。

限度時間を超えた労働者に対し、裏面
の記載心得１（９）①～⑩の健康確保
措置のいずれかの措置を講ずることを
定めてください。

①、③、⑩
対象労働者への医師による面接指導の実施 、対象労働者に１１時間の勤務間インターバルを設定、
職場での時短対策会議の開催

労働者代表者に対する事前申し入れ

限度時間を超え
て労働させる場
合にとる手続に
ついて定めてく
ださい。

○ ○

３５％

３５％

３５％

限度時間を超えて時
間外労働をさせる場
合の割増賃金率を定
めてください。
この場合、法定の割
増率（25%）を超
える割増率となるよ
う努めてください。

６時間

６時間

６時間

労働者の過半数で組織
する労働組合が無い場
合には、３６協定の締
結をする者を選ぶこと
を明確にした上で、投
票・挙手等の方法で労
働者の過半数代表者を
選出し、選出方法を記
載してください。
使用者による指名や、
使用者の意向に基づく
選出は認められませ
ん。 押印は不要です。もちろん

あっても構いません

管理監督者は労働者代表
にはなれません。

２枚目
（表面）

臨時的な特別の事情がなければ、限度時間（月45時間又は42
時間・年360時間又は320時間）を超えることはできません。

限度時間を超えて労働させる必要がある場合でも、時間外労働
は限度時間にできる限り近づけるように努めてください。

労働者代表が適正であることを労使で確認
の上、2つのチェックボックスに、必ず
チェックを入れてください。チェックボッ
クスにチェックがない場合には、有効な協
定届とはなりません。

㊞
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（３）割増賃金（労働基準法第37条）

２ 法違反の内容

（ア）時間外労働

法定労働時間は、
原則 １日８時間 週４０時間

（イ）休日労働

（ウ）深夜労働

この時間を超えたら時間外労働

通常の賃金の25％増

法定休日は、原則 毎週１日 週１日の休日に労働させたら休日労働

通常の賃金の35％増

深夜時間は、 22時～５時 深夜時間に労働させたら深夜労働

通常の賃金の25％増

（エ）具体例

週１日の休日

8：00 17：00 8：00 17：00 5：0022：00 7：0024：00

※特例対象事業場は、１日８時間 週４４時間

1,000円*8H 1,000円
*1.25*5H

1,000円*
（1.25+0.25）*2H

1,000円*
（1.35+0.25）*5H

1,000円
*1.35*2H

※時間外労働・休日労働と深夜労働は重なる。
※時間外労働と休日労働は重ならない。

時給1,000円とすると、時間単価は
17：00まで1,000円
22：00まで1,250円（時間外）
24：00まで1,500円（時間外＋深夜）
5：00まで1,600円（休日+深夜）
7：00まで1,300円（休日）

※原則として、暦日（0:00～24:00）で取得する必要がある。

実際の賃金額の算出に当たっては、
①通常勤務 8H（8：00～17：00）
②時間外労働 7H（17：00～24：00）
③休日労働 7H（0：00～7：00）
④深夜労働 7H（22：00～5：00）
から、
①（1,000円*8H）+②（1,000円*1.25*7H）+③
（1,000円*1.35*7H）+④（1,000円*0.25*7H）
＝27,950円 9



１か月の時間外労働

１日８時間・
１週40時間

を超える労働時間

60時間
以下

60時間
超

大企業 25% 50%

中小企
業

25% 25%

１か月の時間外労働

１日８時間・
１週40時間

を超える労働時間

60時間
以下

60時間超

大企業 25% 50%

中小企
業

25% 50%

月60時間超の残業にかかる割増賃
金率大企業は 50％、中小企業は
25％

月60時間超の残業にかかる割増
賃金率大企業、中小企業ともに
50％
※中小企業の猶予措置を廃止
＜2023年４月１日施行＞

（現行法） （改正法施行後）

働き方改革関連法（労働時間法制見直し部分）について
月60時間超の割増賃金率引上げ
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（４）賃金の支払い（労働基準法第24条）

２ 法違反の内容

（ア）法令に別段の定めがあるもの

第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協

約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で
定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労
働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部
を控除して支払うことができる。

•所得税・住民税
•社会保険料
•雇用保険料 等

（イ）労使協定で定めたもの

•寮費
•親睦会費
•労働組合費 等
（事理明白なものに限る）
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